
第 20回黒部市民体育大会 高温時の中止基準について 

 

【中止】 

競技前または競技中において、①②のいずれかが発生した場合、「中止」とする。 

 ①熱中症警戒アラートが発表されたとき （WBGT「33」） 

※屋外競技並びに冷房機器が設置されていない施設での屋内競技は、「中止」とする。 

   ※熱中症警戒アラートは、前日の 17時頃及び当日の５時頃に発表される。 

 ②暑さ指数（WBGT）が「31」を超えた場合 

※屋外競技並びに冷房機器が設置されていない施設での屋内競技は、「中止」とする。 

本部から各競技事務局へ「中止」連絡を行うこととする。 

   ※競技中においても、競技を「中止」する。 

 

【協議の上、開催の有無を判断】 

暑さ指数（WBGT）が「28～31」の場合  

※大会実施競技団体と協議し、開催の有無を判断する。 
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